
伊方町農業委員会総会議事録 
 

１． 開催日時  令和４年１２月５日（月）午後１時３０分～午後２時１０分 

 

２． 開催場所  伊方町役場本庁 ６階 大会議室 

 

３． 農業委員 

①出席委員 １１人 

会長    １４番 浜 西 岩三郎 

委員     １番 宮 崎 敏 郎 

３番 福 田 榮次郎 

４番 大 林 茂 樹 

５番 松 本 安 幸 

６番 大 川 利 光 

７番 清 水 重 文 

８番 木 下 幸 保 

９番 小野瀬 マサヱ 

１２番 中 村 高 律 

１３番 小 田 輝 彦 

②欠席委員 ２人 

１０番 中 田 初 美 

１１番 松 本 虎 彦 

 

４． 農地利用最適化推進委員 

①出席推進委員 ３人 

第１区 島 本 千代治 

        第２区 佐 竹   元 

第３区 山 嵜 勝 司 

 

５． 議事日程 

日程第１  議事録署名委員の指名について 

日程第２  会期の決定について 

日程第３  報告第21号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

日程第４  議案第13号 農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第５  議案第14号 農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第６  議案第15号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

日程第７  議案第16号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

日程第８  議案第17号 農業経営基盤強化促進事業による農用地利用集積計画（案）の決定について 

 

６．出席した事務局職員 

事務局長 田 所 孝 之 

     



７．会議の概要 

事務局 

 

 

会長 

 

事務局 

 

 

議長 

 

 

 

 

ただ今から、１２月の定例総会を開会いたします。開会にあたりまして、浜西会長か

らご挨拶を申し上げます。 

 

（浜西会長・あいさつ） 

 

それでは、議事に入らせていただきます。議事進行は会議規則３条によりまして、浜

西会長にお願います。 

 

ただ今から、１２月定例総会の会議を開きます。本日の出席委員は、１３名中１１名

で定足数に達しておりますので、本日の総会は成立しております。 

なお、１０番 中田委員さん、１１番 松本委員さんから欠席の旨通告がありました

のでご報告します。 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

日程第１、「議事録署名委員の指名について」、議長から指名させていただくことに

異議ありませんか。 

（異議なし） 

異議なしと認めます。 

それでは、１番 宮崎委員さん、４番 大林委員さんにお願いいたします。 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

議長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

議長 

 

次に、日程第２、「会期の決定について」を議題といたします。 

会期は、本日の１日間と致したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（異議なし） 

異議なしと認めます。 

よって、会期は本日の１日間と決定しました。 

 

次に、日程第３、報告第２１号「農地法第１８条第６項の規定による通知について」

を事務局よりお願いします。 

１ページの報告第２１号をご覧下さい。 

（報告書朗読） 

農地の賃貸借の解約は、原則的に県知事の許可が必要ですが、農地法第１８条第１項

第２号で、貸し手と借り手の合意による解約が、その農地の引渡しの期限前の６ヶ月

以内に成立した旨が書面において明らかな場合は、契約終了の手続きができます。受

付番号１番は、賃借人の都合によるものです。 

農地の引渡しの時期は、解約の合意の成立後６ヶ月以内であることを書面で確認し

ており、県知事の許可を要しないものと考えます。 

以上で説明を終わります。 

ありがとうございました。ただいま事務局から報告がありましたが、報告内容につい

て、質疑はありませんか。 

（質問・意見なし） 

質疑がないようですので、次に移ります。 

 



議長 

 

議長 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

第２区 

佐竹推進委員 

 

議長 

３番 

福田委員 

議長 

 

 

議長 

 

 

議長 

 

次に、日程第４、議案第１３号「農地法第３条の規定による許可申請について」を議

題といたします。 

事務局より提案説明をお願いします。 

２ページは議案第１３号の議案書、３ページから５ページは位置図です。 

それでは、議案を読み上げます。 

（議案書朗読） 

譲渡人は、県外に居住しており、農業に従事することが困難な状況であるため、双方

の同意により売買する。譲受人は、経営主として農業に精進するものであります。 

売買価格は、〇〇〇円で１０ａ当たり〇〇〇円です。 

それでは、農地法第３条第２項の各号について説明をいたします。 

本日、お配りしました農地法第３条の規定による許可申請に係る調査書①をご覧く

ださい。 

第１号の全部効率利用要件ですが、耕作に必要な農機具として、農業用自動車１台、

選果機１台、草刈機３台、動力噴霧機１台、モノラック４基を所有されております。非

耕作地、貸付地は無く、農作業経験も十分ありますので効率利用要件は満たされると

見込まれます。 

２号、３号については該当いたしません。 

４号の農作業常時従事者ですが、申請人は、年間３００日従事しているということで

ありますから、農作業常時従事者と見込まれます。 

第５号の最低下限面積も問題ありません。 

第６号の転貸にも該当いたしません。 

第７号の地域の調和要件ですが、譲受人は同じ地域内で農業をされておられますの

で、地域農業の調和を乱すような権利取得にはならないと考えております。 

以上、農地法等に係る用件は満たしておりますので、よろしくご審議をお願いしま

す。 

ただ今の事務局の説明に関連して、担当委員の農業委員及び推進委員から現地調査

の結果並びに補足説明をお願いします。まず、第２区の佐竹推進委員さんからお願い

します。 

福田委員と現地等の調査を行いました。事務局から説明がありましたとおり農地法

の要件は満たしています。周辺農地並びに地域営農には影響ないものと思われます。

以上のことから問題はないものと思います。ご審議の程、よろしくお願いします。 

次に、３番の福田委員さんからお願いします。 

佐竹推進委員の報告のとおりで、補足はありません。申請に問題ないものと思いま

す。ご審議の程、よろしくお願いします。 

ありがとうございました。ただ今の、事務局、地区担当委員からの説明について、発

言の方の挙手をお願いします。 

（質問・意見なし） 

よろしいですか、それでは採決いたします。議案第１３号について原案のとおり決定

することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成ですので、議案第１３号は原案のとおり決定いたしました。 

 



議長 

 

議長 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

第１区 

島本推進委員 

 

議長 

１番 

宮崎委員 

議長 

 

 

議長 

 

 

議長 

 

次に、日程第５、議案第１４号「農地法第３条の規定による許可申請について」を議

題といたします。 

事務局より提案説明をお願いします。 

６ページは議案第１４号の議案書、７ページは位置図です。 

それでは、議案を読み上げます。 

（議案書朗読） 

譲渡人は、農業後継者がいないため、双方の同意により売買する。譲受人は、経営主

として農業に精進するものであります。 

売買価格は、〇〇〇円で１０ａ当たり〇〇〇円です。 

それでは、農地法第３条第２項の各号について説明をいたします。 

本日、お配りしました農地法第３条の規定による許可申請に係る調査書②をご覧く

ださい。 

第１号の全部効率利用要件ですが、耕作に必要な農機具として、農業用自動車３台、

選果機１台、草刈機４台、動力噴霧機２台、モノラック４基を所有されております。非

耕作地、貸付地は無く、農作業経験も十分ありますので効率利用要件は満たされると

見込まれます。 

２号、３号については該当いたしません。 

４号の農作業常時従事者ですが、申請人は、年間２５０日従事しているということで

ありますから、農作業常時従事者と見込まれます。 

第５号の最低下限面積も問題ありません。 

第６号の転貸にも該当いたしません。 

第７号の地域の調和要件ですが、譲受人は同じ地域内で農業をされておられますの

で、地域農業の調和を乱すような権利取得にはならないと考えております。 

以上、農地法等に係る用件は満たしておりますので、よろしくご審議をお願いしま

す。 

ただ今の事務局の説明に関連して、担当委員の農業委員及び推進委員から現地調査

の結果並びに補足説明をお願いします。まず、第１区の島本推進委員さんからお願い

します。 

宮崎委員と現地等の調査を行いました。事務局から説明がありましたとおり農地法

の要件は満たしています。周辺農地並びに地域営農には影響ないものと思われます。

以上のことから問題はないものと思います。ご審議の程、よろしくお願いします。 

次に、１番の宮崎委員さんからお願いします。 

島本推進委員の報告のとおりで、補足はありません。申請に問題ないものと思いま

す。ご審議の程、よろしくお願いします。 

ありがとうございました。ただ今の、事務局、地区担当委員からの説明について、発

言の方の挙手をお願いします。 

（質問・意見なし） 

よろしいですか、それでは採決いたします。議案第１４号について原案のとおり決定

することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成ですので、議案第１４号は原案のとおり決定いたしました。 

 



議長 

 

議長 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

第３区 

山嵜推進委員 

 

 

 

議長 

３番 

福田委員 

議長 

 

 

議長 

 

 

議長 

 

議長 

 

次に、日程第６、議案第１５号「農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て」を議題といたします。 

事務局より提案説明をお願いします。 

８ページは議案第１５号の議案書、９ページは位置図、１０ページは地番地目図、１

１ページは土地利用計画図、１２ページは平面図、１３ページから１９ページは現況

写真、２０ページは土地改良区の意見書、２１ページは始末書です。 

それでは、議案を読み上げます。 

（議案書朗読） 

本日、お配りしました農地法第５条第１項の規定による許可申請書に係る調査書①

をご覧ください。 

申請地は、原則不許可の第１種農地でありますが、第１種農地の例外許可として認め

られている「土地収用法の対象となり得る事業の用に供される場合であれば、土地収

用法による事業認定の告示を受けなくても許可の対象となる」に該当します。したが

いまして、立地基準には適合しておりますので、一般基準の審議をお願いします。 

まず、一般基準第３号の転用の確実性ですが、資金調達の見込み、遅滞なく工事に着

工する見込み、目的どおりに利用する見込み、転用面積の妥当性、全て問題ないと思わ

れます。 

次に第４号の周辺農地等への影響についても問題はないと思います。 

よって、本件は農地法第５条第２項の各号には該当しないため、許可相当であると考

えられます。 

以上で説明を終わります。ご審議、よろしくお願いします。 

ただ今の事務局の説明に関連して、担当委員の農業委員及び推進委員から現地調査

の結果並びに補足説明をお願いします。まず、第３区の山嵜推進委員さんからお願い

します。 

福田委員と現地確認を行いました。申請地は、隣接地に複数の農業用倉庫があり、土

砂流出を防止する計画になっているため、周辺の農地や周囲への影響はないものと思

います。また、事務局から説明がありましたとおり農地法の要件は満たしています。以

上のことから農地転用に問題はないものと思います。ご審議のほど、よろしくお願い

します。 

次に、３番の福田委員さんからお願いします。 

山嵜推進委員の報告のとおりで、補足はありません。申請に問題はないものと思いま

す。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

ありがとうございました。ただ今の、事務局、地区担当委員からの説明について、発

言の方の挙手をお願いします。 

（質問・意見なし） 

よろしいですか、それでは採決いたします。議案第１５号について原案のとおり決定

することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成ですので議案第１５号は許可相当という意見を県知事に送付いたします。 

 

次に、日程第７、議案第１６号「農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て」を議題といたします。 



 

 

 

 

議長 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

第３区 

山嵜推進委員 

 

 

 

議長 

４番 

大林委員 

議長 

 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

ここで、議案第１６号につきましては、「農業委員会等に関する法律第３１条（議事

参与の制限）農業委員会の委員は、自己又は、同居の親族もしくはその配偶者に関する

事項については、その議事に参与することができない。」となっておりますので、 

３番 福田委員は、該当しますので退席をお願いします。 

事務局より提案説明をお願いします。 

２２ページは議案第１６号の議案書、２３ページは位置図、２４ページは地番地目

図、２５ページは土地利用計画図、２６ページは平面図、２７ページから２８ページは

現況写真、２９ページは土地改良区の意見書、３０ページは始末書です。 

それでは、議案を読み上げます。 

（議案書朗読） 

本日、お配りしました農地法第５条第１項の規定による許可申請書に係る調査書②

をご覧ください。 

申請地は、第２種農地でありますが、第１種農地の例外許可として認められている集

落接続に該当します。したがいまして、立地基準には適合しておりますので、一般基準

の審議をお願いします。 

まず、一般基準第３号の転用の確実性ですが、資金調達の見込み、遅滞なく工事に着

工する見込み、目的どおりに利用する見込み、転用面積の妥当性、全て問題ないと思わ

れます。 

次に第４号の周辺農地等への影響についても問題はないと思います。 

よって、本件は農地法第５条第２項の各号には該当しないため、許可相当であると考

えられます。 

以上で説明を終わります。ご審議、よろしくお願いします。 

ただ今の事務局の説明に関連して、担当委員の農業委員及び推進委員から現地調査

の結果並びに補足説明をお願いします。まず、第３区の山嵜推進委員さんからお願い

します。 

大林委員と現地確認を行いました。申請地は、周辺にも宅地が存在しており、土砂流

出を防止する計画になっているため、周辺の農地や周囲への影響はないものと思いま

す。また、事務局から説明がありましたとおり農地法の要件は満たしています。以上の

ことから農地転用に問題はないものと思います。ご審議のほど、よろしくお願いしま

す。 

次に、４番の大林委員さんからお願いします。 

山嵜推進委員の報告のとおりで、補足はありません。申請に問題はないものと思いま

す。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

ありがとうございました。ただ今の、事務局、地区担当委員からの説明について、発

言の方の挙手をお願いします。 

（質問・意見なし） 

よろしいですか、それでは採決いたします。議案第１６号について原案のとおり決定

することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成ですので議案第１６号は許可相当という意見を県知事に送付いたします。 

３番 福田委員は、自席にお戻りください。 

 



議長 
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議長 

 

 

議長 

 

次に、日程第８、議案第１７号「農業経営基盤強化促進事業による農用地利用集積計

画（案）の決定について」を上程します。 

事務局の説明を求めます。 

３１ページの議案第１７号の議案書をご覧下さい。 

この議案は、伊方町長より令和４年１１月２５日付けで農用地利用集積計画の決定

を求められています。利用権設定の計画が１件で４筆、面積は、２,３００㎡です。 

それでは、議案を読み上げます。 

（議案書朗読） 

以上の計画要請の内容は、経営面積・従事日数など、農業経営基盤強化促進法第１８

条第３項の各要件を満たしております。受付番号４３番は、地権者から使用貸借人に

直接権利を設定するものであります。 

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

ありがとうございました。ただいま事務局からの説明が終わりました。これより質疑

に入ります。ご質問・ご意見はありませんか。 

（質問・意見なし） 

よろしいですか、それでは採決いたします。議案第１７号について原案のとおり決定

することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成ですので、議案第１７号は原案のとおり決定いたしました。 

 

議長 

 

以上で本日の審議は終了しました。 

 

（閉会時間 午後２時１０分） 


